
相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。■相談業務の案内

市民生活課☎ (21)2121 

　行政相談とは、道路や河川の整備、税金、年金、そ
の他国や県、市役所等の仕事に対する苦情や意見・要
望を聴き、その解決・改善に役立てるものです。
　日頃、身近なところで行政とのパイプ役として相談
を受け活躍している方が行政相談委員です。市役所等
の相談所で定期的に相談を受けています。
　どうぞお気軽にご相談ください。

私たちの街の行政相談委員
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　　　　　　　　　　　　　　　　　行政相談員にご相談ください　　　　　　　　　　　　　　　　　

相 談 日 時 場 所 問 合 先

弁護士相談（要予約）
（弁護士が法的な見解等を助言）
※予約開始
　7 月分：6/3（月）～
　8 月分：7/1（月）～
　（各日8時30分より受付）
※ 同じ案件での相談は 2回まで
（異なる会場で相談しても同様）

6月14日（金）、28日（金）、
7月12日（金）、26日（金）10時～12時 本庁舎 2階市民相談室

市民生活課
☎（21）2122

7月 18日（木）10時～12時 大平隣保館 ☎（43）6611 0120-46-7830
7月 16 日（火）10時～12時 藤岡総合支所 別館2階 会議室

市民生活課
☎（21）2122

6月 18日（火）10時～ 12時 都賀総合支所 別館2階 会議室
7月23日（火）10時～12時 西方総合支所 1階 会議室
6月20日（木）10時～12時 岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室

法律相談（要予約）
※栃木市社会福祉協議会主催 6月4日（火）、18日（火）9時～12時 大平地域福祉センター

ふるさとふれあい館
社会福祉協議会大平支所
☎（43）0294

宅地建物相談（売買や賃貸借、所有と管理）
予約開始：6/3（月）8 時 30 分～ 6月21日（金）10時～12時

本庁舎 2階 市民相談室 市民生活課
☎（21）2122

司法書士相談（相続・遺言、不動産登記、成年後
見制度等）予約開始：6/3（月）8時30分～ 6月19日（水）10時～12時
行政書士相談（相続・遺言、農地転用、開発行為
等の手続き）予約開始：6/3（月）8時30分～ 6月21日（金）14時～16時
消費生活相談（商品やサービスな
ど消費生活全般） 月～木曜日9時～16時 本庁舎 2階 消費生活センター☎（23）8899 FAX（23）8820

合同相談

（行政相談・人権相談）

　♦移動県民相談も同時開設

♦6月11日（火）、25日（火）10時～12時 本庁舎 2階 市民相談室

市民生活課
☎（21）2122

♦7月 18日（木）10時～12時 大平総合支所 1階 相談室
7月16日（火）13時30分～15時30分 藤岡総合支所 別館2階 会議室
♦6月18日（火）10時～12時 都賀総合支所 別館2階 会議室
♦7月23日（火）13時30分～15時30分 西方公民館2階 小会議室
6月20日（木）13時30分～15時30分 岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室

市民相談（日常生活の問題など） 月～金曜日9時～17時 本庁舎 2階 市民相談室

人権相談 月～金曜日8時30分～17時15分 大平隣保館☎（43）6611 0120（46）7830、厚生センター☎（24）
2444、人権・男女共同参画課☎（21）2161

配偶者等からの暴力（DV）相談 月～金曜日9時～16時 配偶者暴力相談支援センター☎（21）2218
いじめ相談電話 月～金曜日9時～17時

※土日祝日･時間外は事前に予約が必要
本庁舎青少年育成センター☎（24）0667✉ gakusyu03@city.tochigi.lg.jp

青少年相談（非行問題・不登校など） 本庁舎青少年育成センター☎（23）6566✉ gakusyu03@city.tochigi.lg.jp
家庭児童相談（0～17歳の子ど
もとその家族、ヤングケアラー等）月～金曜日9時～16時 こども家庭センター☎（25）5149

児童虐待相談 月～金曜日8時30分～17時15分 こども家庭センター☎（25）5149※左記以外の時間は☎189

女性・ひとり親家庭相談 月～金曜日9時～16時 こども家庭センター☎（25）8033
障がい児者相談（福祉サービスの利用・障が
いを理由とする差別・合理的配慮及び虐待防止）

月～金曜日
8時30分～17時15分 本庁舎障がい福祉課 障がい児者相談支援センター係

☎（21）2219 FAX（21）2682ひきこもり相談（要予約）
　※事前にお話を伺います。

第2木曜日（次回6月13日）
10時～12時、13時～15時

就労支援相談（要予約）
（40歳未満の就労相談）

第1・3月曜日13時～21時 第1・3土曜日17時～21時 祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎（22）3113

第2・4月曜日13時～21時 第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎（43）5191

高齢者相談（介護や福祉、生活全般、虐待）月～金曜日8時30分～17時15分 本庁舎 栃木中央地域包括支援センター係 ☎（21）2245・2246
もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談） 6月14日（金）10時～11時30分 本庁舎 1階 市民スペース

栃木中央地域包括支援センター係 ☎（21）2171・2246

空き家バンク・空き地バンク
（あったか住まいるバンク）

　空き家や空き地を売りたい・貸したい人と、空き家を
買いたい・借りたい人をつなぐ制度です（農地付もあり）。
登録により家財処分補助金、成約の場合リフォーム補助
金が活用できます（条件等あり）。

空き家空き家を適正適正に管理管理しましょう！！

相続登記申請の義務化
　所有者不明土地の解消に向けて、令和６年４月
１日から相続登記の申請が義務化さ
れました。詳しくは、法務局のホーム
ページ（右の２次元コード参照）を
ご覧ください。

 空き家発生予防セミナー空き家発生予防セミナー 参加団体募集参加団体募集
　空き家の適正管理や有効活用、発生予防について、専門家を講師に招き、セミナーを開催します。
申込対象　おおむね 10人以上の自治会・団体等　
申込期間　６月３日（月）～７月３１日（水）
　　　　　日程は希望をもとに相談のうえ調整
開催場所　申込者の所管する施設（市内）、市が所管する施設 等
受  講  料　無料
申込方法　申込書を開催希望日の１か月前までに提出
　　　　　（おおむね 10団体、先着順）
　　　　※申込書は市ホームページまたは問合先窓口にあります

成約までのイメージ
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空き家解体補助金

　倒壊のおそれがあるなど再利用が困
難な空き家を解体して敷地を活用して
もらうため、解体工事費の２分の１（最
高 50万円）を補助します。

空き家管理代行業

　自分で空き家を管理できない人は、市と協定して
いる「空き家管理代行業務」をご利用ください。
詳細は、栃木市シルバー人材センター☎（23）4165
NPO法人スマイル  ☎（23）3722

　空き家は個人の資産であり、所有者や管理者は、周辺の生活に悪影響を及ぼさないよう空き家を適切に管理する
責任があります。空き家等を適切に管理せずに放置した結果、空き家の瓦や外壁が落下し、近隣家屋や通行人に被
害を及ぼした場合は、所有者等が損害賠償責任を問われることがあります。空き家に関する相談や、各種支援につ
いては、建築住宅課までお問合せください。

適正管理がされていない空き家の固定資産税が上がる可能性があります適正管理がされていない空き家の固定資産税が上がる可能性があります
　「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されました。市より管理不全空き家等（適正な管理が行われて
いない空き家等）の勧告を受けると、住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が上がる可能性があります。

出張します！出張します！
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